
　若葉の候、組合員の皆様には本土地改良
区の運営及び事業推進に対し、多大なるご
理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。
　はじめに、令和６年１月１日に発生した能登半島地震にお
いて被災された石川県をはじめ、新潟県、富山県、福井県等
の北陸地方の皆様に対し、この場をお借りしまして心よりお
見舞い申し上げます。
　また、被災された土地改良区や農業関係施設、農用地の一
日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。
　さて、最初に用水の水管理に関することでありますが、昨
年は梅雨の期間が短いこととあわせ、過去に例を見ない記録
的な猛暑にみまわれた一年でありました。この天候により、
水田への用水供給においては大変苦労したものと思われます。
　あわせて、昨今の電気料高騰の問題から、昨年の総代会を
はじめ支区長会議等の関係会議、土地改良だより、各機場へ
の節電啓発ポスターの掲示等により、機場の運転管理につい
て、繰り返し、節電・節水のご協力をお願いしてきたことも
あり、水管理においては大変難しい一年でありました。
　その昨年の電気使用料金及び用水使用量でありますが、本
区全体の実績としては電気使用料金は前年比約３０％の減額
であり、また用水使用量は約３％減でありました。
　記録的な猛暑が続いた昨年においてこの結果が示されたこ
とについては、総代の皆様はじめ役職員、機場運転手、組合
員が共通認識、危機意識を持ち一致団結して節電・節水に取
り組んだ成果と強く感じております。
　皆様のご協力に感謝するとともに、本年も継続し、さらな
る節電・節水を啓発推進したいと考えておりますので引き続
きご協力をお願いいたします。
　なお、電気料高騰に関する対策においては、先に述べた節
水・節電の協力要請と併せ、各支区機場運転の状況を詳細

に分析し効率化を図るとともに、国・県・市町による補助事
業の活用や中期的な計画をもった本区からの財政支援等によ
り、維持管理事業に支障をきたさないように対応する所存で
すので宜しくお願いします。
　次に、国営印旛沼二期事業の施行状況でありますが、平成
22 年に着手されてから 14 年が経過し、既に主要６機場のう
ち４機場が供用開始されておりますが、令和６年４月には５
番目として埜原機場が供用開始となります。これにより、埜
原支区では、これまで以上に安定した用水供給が図られるこ
とを期待するものでありますが、まずは事故なく円滑な通水
開始となるよう本区として万全の対応をしたいと考えており
ます。
　また、残す一本松機場についても、いち早く供用開始され、
安定した用水供給が出来ますよう国営印旛沼二期事業所と連
携を図り事業推進に協力していく所存であります。
　なお、この国営二期事業においては、軟弱地盤対策や外来
植物等除塵対策、他関係対策工事により総工事費が増嵩した
ことに伴う事業計画変更手続きを、令和６年度に行う予定で
あります。
　この手続きは、組合員皆様の同意が必要とされることか
ら、今後予定する地元説明会で概要説明を行い、ご理解をい
ただいたうえで同意徴集手続きに入りたいと考えております
ので、ご理解ご協力の程宜しくお願いいたします。
　この他、組合員皆様が直接抱える問題として後継者不足に
よる離農、それに伴う耕作放棄地や休耕田の増加、相続によ
る権利の分散化や相続放棄等、農業経営の持続については非
常に厳しい情勢であることが認められます。
　このことに対し本区としては、国営印旛沼二期事業の早期
完成、農地中間管理事業等土地改良事業の推進、担い手の育
成、農業政策の発信、行政との連携、適切な施設管理、用水
の安定供給等、さらなる組合員サービスの向上に努め、土地
改良区が果たすべき役割を全うする所存ですので皆様のより
一層のご協力をお願いいたします。
　最後になりますが、今年も事故、災害なく豊穣の秋を迎え
られることと併せ、皆様の益々のご健勝とご多幸を心から祈
念申し上げまして挨拶といたします。

理 事 長 あ い さ つ
印旛沼土地改良区

理事長　長谷川　邦彦

令和６年４月　暫定供用開始する新「埜原機場」

用水ポンプ（口径 600㎜）３台 排水ポンプ（口径 900㎜）２台

操作室（グラフィックパネル） 用水吐出水槽（V=5,330㎥）

令和６年５月１日発行	 印旛沼土地改良区だより 	 第76号（1）



　今年１月に発生した令和６年能登半島地
震により、お亡くなりになられた方にお悔やみ申し上げると
ともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
　春暖の候、印旛沼土地改良区組合員の皆様におかれまして
はますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、本国
営事業の実施にあたりまして、長谷川理事長はじめ土地改良
区の皆様に常日頃よりご協力をいただき厚くお礼申し上げま
す。
　本国営事業については、印旛沼周辺地域の農業用水の安定
供給や排水不良の改善を目的として、老朽化した用排水機
場や水路等の整備を行うとともに、水田から低地排水路に戻
る水を有効活用した循環かんがいの強化や環境保全型農業の
推進により、印旛沼の水質保全にも寄与する事業として平成
22 年度に着工し、本年度で 15 年目となります。これまでに
６つの機場のうち白山甚兵衛、宗吾北、宗吾西、吉高の４つ
の機場につきましてはすでに工事が完成し、供用を開始して
おります。また、この３月には埜原機場の施設工事も完了し
て用水及び排水にかかる供用を開始したところです。引き続
き残る一本松機場にかかる工事や各ブロックの用水路等の工
事の推進を図っていく所存です。
　他方で、想定を上回る軟弱地盤の工事に追加的な対策が必

　印旛沼土地改良区組合員の皆様方には、
日頃より、農業農村整備事業の推進に御理
解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
　印旛沼地区では、平成 22 年度から「国営印旛沼二期農業
水利事業」により用水機場等の整備が各所で進められており、
本年４月には改築された埜原機場の供用が開始されました。
整備された機場は、約５千ヘクタールの耕地が広がる印旛沼
地区の営農を支える重要な施設となります。このため、これ
らの機場の運転を土地改良区の皆様方に安心して行っていた
だけるよう適切な管理に努めてまいります。
　県では、現在、こうした施設の管理のほかに、農地や排水
路等の整備にも取り組んでいるところです。具体的には、成
田市と栄町に跨る酒直南部地区では、農地中間管理機構関連
農地整備事業の実施に向け、土地改良法に基づく手続きが本
年３月に完了しましたので、今後は地区境界の確認を進めて
いく予定です。また、成田市の印旛沼Ⅲ期地区では導水路の
護岸工事を、佐倉市の弥富川地区では排水路の護岸工事を引
き続き進めてまいります。さらに、今年度は印西市の埜原地
区において排水路工事に着手してまいります。
　特定外来水生植物であるナガエツルノゲイトウは、定着す
ると駆除が困難となり、機場での取水などに支障となること

千葉県印旛農業事務所
所　長　本　宮　　　誠

要になったことや、特定外来生物のナガエツルノゲイトウ対
策として除塵機設置を追加することとなったことなどにより
事業費が増額したため、事業計画の見直しが必要になってお
ります。その手続きとして本年度、変更計画の同意徴集手続
きをお願いする予定でございます。組合員の皆様には必要性
をご理解の上、同意徴集へのご協力をよろしくお願いいたし
ます。
　農政の動きについてご紹介させていただくと、今年は食料・
農業・農村基本法の見直しが行われる大きな節目の年です。
食料・農業・農村基本法は、農政の基本理念や政策の方向性
を示すもので、①食料の安定供給の確保、②農業の有する多
面的機能の発揮、③農業の持続的な発展と④その基盤として
の農村の振興を理念として掲げ、もって国民生活の安定向上
及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。
制定からおよそ四半世紀が経過し、昨今では、世界的な食料
情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球
環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取
り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化して
います。このため、基本法の検証と見直しに向けた議論が行
われ、改正法案が取りまとめられました。現在、その国会審
議が行われているところです（４月 17 日時点）。
　改正法には農村や農村インフラの維持の重要性についても
盛り込まれる見込みです。印旛沼周辺の広大な農地と水を守
る貴土地改良区に期待される役割も益々大きくなることと思
います。地域の農業・農村を支える印旛沼土地改良区の益々
の御発展と組合員の皆様の御健勝を祈念いたします。

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

	所　長　渡　邊　史　郎

があります。近年、県内各地の農業水路等においても、その
繁茂が広く確認されており、これまで県では、機場管理の中
で流れ着いた群落の除去などに取り組んできたところです。
このことに加え、昨年度から市町村や土地改良区による幹線
水路での駆除等の取組への助成を始めましたが、さらに、今
年度からは農業者等の組織による小規模な水路における駆除
等の取組も助成の対象となりましたので、これらの活用につ
いてご検討いただきたいと思います。
　さて、本年 10 月 22 日（火）に千葉県では初めてとなる全
国土地改良大会が幕張メッセで開催されます。この大会は、
全国から多くの関係者の参加が見込まれており、千葉県の農
産物のほか、長年、取り組まれてきた土地改良事業などにつ
いて知っていただく良い機会となります。現在、県土連が中
心となり、土地改良区の皆様方と連携して準備が進められて
いるところですが、県においても、こうした情報の発信にも
努めるなど盛会となるよう全面的に支援してまいります。
　人口減少や高齢化など社会を取り巻く環境は厳しさが増し
ているところですが、引き続き土地改良区の皆様とともに、
本県の農業農村を盛り上げていけるよう取り組んでまいりま
すので、御協力をお願いいたします。
　最後になりますが、印旛沼土地改良区の益々の御発展と組
合員の皆様方の御健勝を祈念申し上げます。

第76号（2）	 印旛沼土地改良区だより 	 令和６年５月１日発行



　陽春の候、印旛沼土地改良区組合員の皆
様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　皆様初めまして、４月１日付けで小栗前所長の後任として
水資源機構千葉用水総合管理所長を拝命しました土田でござ
います。前任地は利根川の上流にある群馬用水管理所で農業
用水と水道用水の安定供給に努めて参りました。本地域への
赴任は初めてとなりますが、歴史ある印旛沼開発の管理運営
を行うことになり、全力で取り組んで参ります。
　皆様ご承知のとおり、令和６年は大きな地震で始まりまし
た。被災地では、連日断水の報道がなされ、改めて水の大切
さを痛感いたしました。また、施設管理を行う者としては、
正月といえども体制等の備えが重要であることを再認識させ
られました。
　水資源機構は、災害対策基本法の指定公共機関となってい
ます。この地震では発生直後に水資源機構が保有する「可般
式浄水装置」と職員を石川県珠洲市に派遣して被災地の給水
支援をしています。ため池の水をこの装置で浄化し、１月９
日から雑用水を、１月 12 日からは飲用水を供給しています。
千葉用水総合管理所からも今までに職員３名を派遣し、防災
力の強化に務めています。
　また、水資源機構では、いざという時のためにポンプ車や
発動発電機も保有しています。千葉用水総合管理所北総東部
用水施設にはポンプ車（最大 30 ｍ 3 ／分）１台を配置してい
ます。条件によりますが、実費をご負担いただければ、お貸
しすることが可能です。必要な場合はお声がけをお願いします。

独立行政法人水資源機構
千葉用水総合管理所
� 所　長　土田　百合子

　さて、印旛沼開発事業は昭和 44 年３月に事業完了して以
来、半世紀を越えて洪水被害の解消とともに、農業用水、水
道用水並びに工業用水の水瓶として重要な役割を果たしてき
ました。その間、地域発展に大きく寄与してきたものと思っ
ております。しかし、近年の多雨と少雨の極端化、年々激甚
化する豪雨災害に対し、現有施設の能力でいかに対応してい
くかが重要となっています。令和元年 10 月の豪雨では、印
旛沼の水位が計画高水位（Y.P.4.25 ｍ）付近まで上昇し、沼
周辺地域での浸水被害にも繋がりました。
　これを契機に降雨前に予め沼水位を低下させる「予備排水」
のルールを見直し、平常時は常時満水位 Y.P.2.3 ～ 2.5 ｍで
管理している沼水位を、予測総雨量が 100mm を超えた段階
で Y.P.2.1 ｍまで低下、150mm を超えたら Y.P.2.0 ｍまで低
下させることとしています。令和５年度は４回予備排水を実
施しました。うち３回は、排水機場を運転するほどの雨が降
り、的確に対応することができたと考えております。その他
の 1 回は、予測総雨量の最大が 150mm を超えましたが、実
績の総雨量は 50mm 程度でした。幸い 50mm 程度の雨で沼
の水位が回復し、利水への影響は回避することができました。
予測総雨量の精度には今後も期待しつつ、刻々と変わる予測
に対し、迅速に対応していきます。
　また、今年度は、激甚化する気象や変化する土地利用等に
対し、「今の排水能力が十分であるか」の検討に着手いたし
ます。令和元年豪雨時のシミュレーションを可能とし、この
経験を後の管理に活かしていきます。
　今年度も千葉用水総合管理所職員一丸となって印旛沼の水
利用と内水排除、環境・水質保全に万全を期して参ります。
　最後に、印旛沼土地改良区の益々のご発展と、組合員の皆
様のご活躍、ご健勝を祈念申し上げます。

　令和５年 12 月 14 日（木）関東農政局
において営農推進功労者表彰式が開催さ
れ、印旛沼土地改良区管内より栄町の有
限会社ちば緑耕舎（印旛沼二期事業所推
薦）が受賞れました。当日は杉田代表取
締役と増田部長が出席され信夫関東農政
局長より表彰状が授与されました。緑耕
舎の皆様、受賞おめでとうございます。
※営農推進功労者表彰とは、土地改良事
業等により整備されたほ場や水利施設等
の活用促進のための取組、生産技術の向
上や農業経営の改善のための創意工夫に
よって、他の模範となり、事業及び営農
の推進に貢献のあった方々を表彰し、そ
の業績を広く紹介することを目的に実施
されているものです。詳しくは関東農政
局 HP をご覧下さい。

令和５年度
関東農政局土地改良事業地区等営農推進功労者表彰受賞
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農地転用される方へ
・土地改良区内の農地を農地以外に転用をする場合には改良区への「届出」が必要です。また、「地区除外決済金」

が掛かります。
　「届出」とは、土地改良区域内の農地（田・畑）を農地以外のものに転用される場合に届出を必要とします。
・「地区除外決済金」とは、その農地に投資した土地改良資金の借入金の残額や、今後必要とされる維持管理費

等を納めて頂くものです。
　農地が転用によって減少すると、残った農地に対する負担の過重が大きくなることから、農家負担の公平を図

るため土地改良法第４２条２項の規定により決済金を納めて頂くことになっています。
・また、市街化区域内の農地の転用や、公共事業用地として買収された場合においても同じく届出及び決済が必

要になります。
　手続きしませんといつまでも、賦課され続けますのでご注意下さい！

こんな時は、 土地改良区への届けが必要です。

【お問い合わせ先 　印旛沼土地改良区　総務課　043-484-1155】

◎ 組合員の資格変更について

土地改良区へ 組合員資格得喪通知書 の提出が必要

　● 組合員が亡くなられたり、住所や登録組合員名を変更する場合
　● 農地の売買、貸し借り、贈与、交換等で変更があった場合
　● 農業者年金を受ける等により経営移譲した場合
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賦 課 金 納 入 の お 知らせ賦 課 金 納 入 の お 知らせ

賦　課　種　別 単　価 　支　　区　　名　 単　価 　支　　区　　名　 単　価

１．経 常 費 賦 課 金 3,950 ⑥ 高 崎 川 支 区 4,600 ⑪ 酒 々 井 支 区 5,500

２．維持管理費賦課金 （支区別単価） ⑦ 埜 原 支 区 3,500 ⑫ 布 鎌 支 区 3,500

① 八 千 代 支 区 4,200 ⑧ 印 旛 沼 北 部 支 区 3,100 ⑬ 鹿 島 川 上 流 支 区 6,500

② 佐 倉 西 部 支 区 5,000 ⑨ 佐 倉 北 部 支 区 4,000 ⑭ 印 旛 沼 東 部 支 区 3,800

③ 一 本 松 用 水 支 区 5,500 ⑩ 中 央 支 区 3,500

④ 平 戸 支 区 7,000 【備考】　・本表は甲地区単価を掲載（乙地区は経常費 1,316 円）
　　　　・畑は経常賦課金・維持管理賦課金とも１/ ３⑤ 神 崎 川 支 区 4,000

令和６年度 　経常費・維持管理費の賦課金単価

令和６年度　賦課金の賦課期日及び納入期限、口座振替日

令和４年度より口座振替による賦課金の徴収がスタートしています！

◆口座振替依頼書は印旛沼土地改良区HPよりダウンロード頂くか、総務課までお問い合わせください。随時、申

込案内を送付致します。

★口座振替を申込まれた方は、上記口座振替日に指定口座より振替ますので、残高不足にならぬよう前日までにご準備願います。

口座振替を申し込まれている組合員さんの通知書は こちら

賦課金は納期までに納入下さい

◆３月27日に開催された通常総代会におきまして、本年度の賦課金及び徴収期日が下表のとおり確定いたしました。

　賦課金は、皆さんの組織である土地改良区運営の根幹を成すもので、円滑な事業の実施に必要な財源であります。
　別掲の賦課金納入状況のとおり、令和４年度賦課金（経常費・維持管理費）の収納率は、分区役員さんをはじめ組合員皆さ
まのご理解により 99％以上の徴収率となっております。
　賦課金が納期内に納入されることにより、施設の維持管理ほか予算に基づく執行が可能となりますので、ご理解ご協力をい
ただき納入期限までの納入を宜しくお願いいたします。

　 賦 課 種 別　 　 賦 課 期 日　 　 納 入 期 限　 　 口 座 振 替 日　 付　　　記

１．経 常 費 賦 課 金
令和６年４月 26 日 令和６年６月５日 令和６年６月５日 上記単価により地積割に賦課

２．維 持 管 理 費 賦 課 金

３．農林漁業資金等償還金 令和６年 10 月１日 令和６年 11 月５日 令和６年 11 月５日
農業基盤整備促進事業
　大竹地区、葉崎地区

４．そ の 他、 特 別 賦 課 金 賦課徴収の必要が生じた場合は、総代会で定める。

（単位：円／ 10a 当）
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令和４年度　一般会計収支決算について
令和５年10月27日に開催された臨時総代会において令和４年度決算が承認されました。

決　　算　　書

収入の部 支出の部 （単位 ： 円）

科　　　目 決　算　額 科　　　目 決　算　額

土地改良事業収入 535,008,736 土地改良事業費支出 373,916,４3２
附帯事業収入 9,４68,300 附帯事業費支出 0
基本財産運用収入 737,600 一般管理費支出 196,16２,２79
特定資産運用収入 ２２,6２0,600 土地改良事業負担金支出 8４,089,0２1
補助金等収入 6４,3４1,167 借入金返済支出 5,90２,9４3
交付金収入 0 固定資産取得支出 1４,353,170
寄付金収入 0 支払換地清算金支出 0
業務受託料収入 ４6,913,399 基本財産積立支出 103,２00
雑収入 3,765,817 特定資産積立支出 156,４４8,105
借入金収入 0 雑支出 19,310,４４3
基本財産取崩収入 397,600 その他繰出金 17４,38４,87４
特定資産取崩収入 165,360,185 繰越金 5,7２9,851,099
固定資産売却収入 103,２00 予備費 0
徴収換地精算金収入 0
その他繰入金 16４,658,55４
繰越金 5,7４1,1４6,４08

計 6,75４,5２1,566 計 6,75４,5２1,566

（単位 ： 円）

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部
１　流動資産 1,002,504,996 １流動負債 16,097,590
２　固定資産 5,334,473,920 ２固定負債 291,318,032
⑴　基本財産 195,961,835 負債の部合計 307,415,622
⑵　特定資産 5,064,883,510
⑶　その他固定資産 73,628,575 Ⅲ．正味財産の部

１指定正味財産 535,843,141
２一般正味財産 5,493,720,153
正味財産の部合計 6,029,563,294

資産の部合計 6,336,978,916 負債及び正味財産合計 6,336,978,916

貸　借　対　照　表 令和５年３月 31日現在

〇「土地改良法の一部を改正する法律」により令和４年度から、貸借対照表の作成が義務付けられました。
本土地改良区においても、令和４年度より複式簿記に移行しました。また、従来の単式簿記では一般会計、
特別会計、維持管理会計（14 支区）、特定資産に分けて決算を行って参りましたが、複式簿記移行に併せ、
全ての会計を一般会計に集約した予算体系となっております。

〇上記の貸借対照表の総資産額に含まれる現預金 5,793,834,576 円から資金収支整理期間における現預金
の増減－ 63,983,477 円＝ 5,729,851,099 円であり、収支決算書の次年度繰越金と一致しております。
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令和６年度　一般会計収支予算について
令和６年３月 27日に開催された通常総代会において令和６年度収支予算が承認されました。

予　　算　　書

収入の部 支出の部 （単位 ： 円）
科　　　目 予　算　額 科　　　目 予　算　額

土地改良事業収入 539,775,385 土地改良事業費支出 363,6４0,４４7
附帯事業収入 6,300,000 附帯事業費支出 750,000
基本財産運用収入 687,２00 一般管理費支出 197,78２,000
特定資産運用収入 ２8,579,900 土地改良事業負担金支出 57,379,013
補助金等収入 ４9,7２9,000 借入金返済支出 7,679,7４8
交付金収入 0 固定資産取得支出 0
寄付金収入 0 支払換地清算金支出 0
業務受託料収入 63,911,7２0 基本財産積立支出 0
雑収入 1,４0４,000 特定資産積立支出 35,２0２,４４1
借入金収入 ２,687,000 雑支出 ２1,1２0,000
基本財産取崩収入 737,669 その他繰出金 119,9２3,356
特定資産取崩収入 ４0,8２8,3４7 繰越金 ４,950,3４7,980
固定資産売却収入 0 予備費 783,0２7,5２1
徴収換地精算金収入 0
その他繰入金 113,２19,081
繰越金 5,688,993,２0４

計 6,536,85２,506 計 6,536,852,506

 （単位 ： 円）
賦　課　金　の　種　別 調　定　額 収入済額 徴収率 徴収未済額

1 経 常 賦 課 金 ２35,690,770 ２3４,４7４,980 99.４8％ 1,２15,790
2 維 持 管 理 費 ２61,3２6,870 ２59,987,0４0 99.４8％ 1,339,830
3 団体営事業借入償還金 6,1２8,1２0 6,1２8,1２0 100.00％ 0

令和４年度　賦課金の納入状況 令和５年３月 31日現在

【通常総代会提出議案】

第１号　定款の一部変更について
第２号　規約の一部改正について
第３号　会計細則の一部改正について
第４号　賦課徴収細則の一部改正について
第５号　令和５年度農林漁業資金の借入額の変更について
第６号　令和５年度一般会計補正予算案について
第７号　令和６年度賦課金の賦課徴収の時期及び方法について
第８号　令和６年度総代・役員・委員等の報酬及び費用弁償等
　　　　について
第９号　令和６年度一般会計収支予算案について
第10号　令和６年度農林漁業資金の借入について

第11号　組合費及び負担金、分担金、加入金等の随時徴
　　　　収について
第12号　金銭の運用方法及び預け入れ金融機関について
第13号　一時借入について
第14号　事業資金の借入について

　令和６年３月27日、通常総代会が本区会議室において開催されました。総代現員数61名より59名（内、書面
議決書提出者８名）の出席を得て、午前9時30分に開会しました。議長には八千代市選出の櫻井博文総代が選
出され、定款の一部変更、規約の一部改正、令和６年度一般会計収支予算案等全14議案が上程され、慎重審議
の結果、全案可決決定されました。

令和６年３月通常総代会開催　新年度予算案ほか全議案可決決定
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国営印旛沼二期土地改良事業の計画変更に係る同意徴集について

　平成22年から開始した本事業については、着工以来、皆様のご協力のもと進めておりますが、事業
費の変更に伴う計画変更が必要となりました。
　計画変更に当たっては、受益者の皆様の同意を頂く必要がありますので、ご理解ご協力のほどよろし
くお願いいたします。

１　事業概要
　本地区の農業用用排水施設は、造成されてから 40
年以上経過し、経年劣化に伴う施設の機能低下等が生
じ、維持管理に多大な費用と労力を要しているととも
に、一部地域においては、排水不良が生じています。
  本事業により、農業用用排水の再編を行い、かんが
い施設（機場や水路）を整備し、農業用水の安定供給、
排水不良の改善及び維持管理の軽減を図っています。

２　計画変更の概要
　本事業の総事業費は、平成 22 年度の着手時は 332 億円であったところ、人件費や資材価格の高騰、工事中の軟弱地盤対策
の追加等により、550 億円となる見込みとなっています。

＜軟弱地盤対策・湧水対策＞
　機場の建設や用水路整備時
における工事方法の見直し

＜ナガエツルノゲイトウ対策＞
　ナガエツルノゲイトウによる
ポンプの緊急停止を防ぐための
除去設備の設置

事業費が増えた要因の例

３　農家負担
　今回の計画変更に伴う農家負担は平成
22 年に同意を頂いた内容から変更はあり
ません。

４　同意徴集

　同意徴集については６月中より行う予定です。
　ついては右の同意書に署名を行っていただく必要が
あります。

ご協力の程よろしくお願いします。

＜平成22年同意内容＞
〇国営事業の農家負担は10a当たり最大年1,000円×15年間の15,000円と

なります。（事業完了後に負担金の支払いが始まります。）
〇なお、国営事業に対する西沼ブロック及び手賀沼土地改良区エリアの

農地には直接的な負担金は生じません。
〇上記、農家負担は最大負担額とし、残る部分は土地改良区に積み立て

ている基金等で補塡します。

老朽化した白山機場

軟弱地盤の改良工事の状況

改修後の白山甚兵衛機場

ナガエツルノゲイトウの漂着状況
（令和３年７月３日　吉高機場）

項　目 現計画 変更計画

関係市町

千葉県成田市、
佐倉市、八千代市、
印西市、酒々井町、
栄町

千葉県成田市、
佐倉市、八千代市、
印西市、酒々井町、
栄町

受益面積 5,002ha 4,958ha

主要工事

揚水機場：３か所
用排水機場：３か所
用水路：L=52.9km
排水路：L=1.1km

揚水機場：３か所
用排水機場：３か所
用水路：L=52.6km
排水路：L=1.1km

総事業費 332 億円※ 550億円

※　人件費、資材価格の高騰により令和４年度末時点で
約400億円となっています。

署名を
お願い
します。
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　４月から８月まで農業用水期となり、半年以上休止し
ていた用水機場が一斉に稼働し始めます。これまで水が
流れていなかった用排水路や堰などでは、水の量や勢い
が増してきます。
　大雨時に農家の方々が見廻り作業する場合も注意い
ただきたいところですが、特に子供が水に親しむ季節と
なり興味を引く場所となります。
　改良区では基幹施設保全管
理業務として、管内小中学校の
児童生徒に向け安全啓発用の
物資を作製し配布しています。
　夏休みに入ると水路等での
事故が毎年報道されます。
　付近で遊んでいたり、危険な
場所で釣りなどしている子供
たちを見かけたら、注意を促し
てあげて下さい。

事業名
地　区　名
（関係支区名）

工期
全　　　　体 令和５年度事業 令和６年度事業（予定）

備　　考
（負担割合）

事　業　量 事業費 事　業　量 事業費 事　業　量 事業費

国営かんがい
排 水 事 業

印旛沼二期地区

成田市、佐倉市
八千代市、印西市
酒々井町、栄町

H22
～
R6
(R9)

揚水機場 Ｎ=3箇所
用排水機場 Ｎ=3箇所
用 水 路 Ｌ=52.9km
排 水 路 Ｌ=1.1km
受益面積 Ａ=5,002ha

39,034,000

埜原機場工事
埜原用水路工事他
一本松機場工事
調査測量設計一式

1,684,200

埜原機場工事
埜原用水路工事他
一本松師戸用水路工事
調査測量設計一式

1,080,500

国 66.6％、県 25％、
地元 8.4％

（地元負担の内訳）
用水：関係市町 6.0％、
　　  農家 2.4％
排水：関係市町 8.4％、
　　  農家 0％

県 営 農 業
競 争 力
強 化 基 盤
整 備 事 業

埜　原
（埜　原）

H27
～
R8

排水機場 Ｎ=1箇所
排水路工 Ｌ=2,425ｍ 1,841,310 埜原機場工事

調査測量設計一式 112,124
埜原機場工事
排水路工事
調査測量設計一式

200,490 国 50％、県 25％、
市 25％

県 営 湛 水
防 除 事 業

印旛沼３期
（印旛沼東部）

H27
～

R10

導水路護岸工
Ｌ=2,780ｍ 2,198,248 導水路護岸工事

調査測量設計一式 100,062 導水路護岸工事
調査測量設計一式 431,695 国 50％、県 45％、

市町 5％

県 営 基 幹
水 利 施 設
ストックマネ
ジメント事業

弥富川
（鹿島川上流）

H28
～
R8

排水路護岸工
L＝1,450ｍ 769,365 排水路護岸工事

調査測量設計一式 89,432 排水路護岸工事
調査測量設計 111,633 国 50％、県 25％

市 25％

国営造成施設
管 理 体 制
整備促進事業
（管理体制整備型）

[ 令和３年度
より強化支援
費は、水利施
設管理強化
事業へ移行 ]

印旛沼

【第１期】
H12～H16
【第２期】
H17～H21
【第３期】
H22～H29
【第４期】
H30～R4

【第５期】
R5～R9

【第１・２期】
電力料・整備補修費
他一式・安全管理
【第３期】
電気料・整備補修費
他一式・安全管理
【第４期】
電気料・整備補修費
他一式
【第５期】
電気料・整備補修費
他一式

【第１期】
180,430

【第２期】
186,300

【第３期】
231,607

【第４期】
140,750

【第５期】
139,500

【第４期】
電力料、整備補修費他
一式
計画書変更業務一式
推進活動業務一式

28,150
【第５期】
電力料、整備補修費他
一式

27,900

【補助金】
農業外効果にかかる
補助金

全体経費の 37.5％
以内

国 50％、市町 50％

県 営 農 地
中間管理事業
関 連 農 地
整 備 事 業

酒直南部
（印旛沼東部）

R5
～

R12

区画整理 A=66.4ha
道 路 工 L=9.4km
用水路工 L=8.6km
排水路工 L=7.6km
暗渠排水工 A=62.0ha

1,213,600 調査測量一式 38,400

国 62.5％
県 30％
市町 7.5％

（市町内訳）
栄町 86.4％
成田市 13.6％

１．国営・県営・団体営・非補助事業� （事務費除き　単位：千円）

用排水施設の安全対策について用排水施設の安全対策について 編　集　後　記

令和５年度　土地改良事業の概要

多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 制 度 実 施 状 況

〇平成 27 年度から「法に基づく制度」として実施された「多面的機能支払交付金制度」について、既に農地水保全管理交
付金制度から実施している地区も含め、改良区管内で多数の地区で実施されております。

〇改良区では新規地区を対象に、交付金が交付されるまでの期間１地区当たり１５万円を目安に（総額７５万円）無利子で
貸付け、活動組織が交付金受領後に償還いただくよう、予算計上されています。

　令和６年４月６日「千葉の水回廊ウォーク＆疏水百選印旛
沼ウォーク」に参加し、花見川のほとりを 11㎞歩きました。
曇り空であったものの、ちょうど桜が満開で景色を楽しみな
がら気持ち良く歩くことが出来ました。先人が築いた花見川
を眺めながら、その当時の苦労に思いを馳せるとともに、過
去、現在、未来へ繋がっていく印旛沼の水管理という役割を
担う組織の一員であることを再認識するものでありました。
　これからも印旛
沼土地改良区職員
として、印旛沼の水
管理を通じて農業
振興、地域社会の発
展に貢献していき
たいと思いますの
で、各方面皆様のご
支援、ご指導を宜し
くお願いいたします。
 （事務局）
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